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事 務 連 絡 

令和４年５月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

学校生活における児童生徒等のマスクの着用について 

 

 

先日５月 20 日に厚生労働省から別添「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いに

ついて」が公表され、 

・ マスクの着用は引き続き基本的な感染対策であること 

・ 身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考

え方を明確化すること 

・ 就学前の児童（２歳以上）のマスクの着用はオミクロン株対策以前の取扱いに

戻すこと 

等が示されました。また、昨日お知らせしたように令和４年５月 23 日には、それも踏

まえて、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基

本的対処方針」という。）が変更されたところです。 

 

これらを受けて、特にこれから夏季を迎えるに当たり、学校生活における児童生徒

等のマスクの着用について改めて御留意いただきたい点をまとめましたので、お知ら

せします。 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所

轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におか

れてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれて

はその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条

第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設
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厚生労働省「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」及

び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を踏ま

え、学校生活における児童生徒等のマスクの着用について改めて御留意

いただきたい点をまとめましたので、お知らせします。 
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置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれ

ては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村認定こど

も園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所

管の高等課程を置く専修学校に対して、本件を周知されるようお願いします。 

 

 

 

記 

 

 

１．学校生活においてマスクの着用が不要な場面について 

 

（１）基本的考え方 

今般の基本的対処方針の変更後においても、基本的な感染対策の重要性は変わる

ものではなく、引き続き、地域の実情に応じた基本的な感染対策（「三つの密」の回

避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等）

を徹底していく必要があります。 

 

児童生徒等のマスクの着用に関し、文部科学省においては、これまで、「学校にお

ける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」（以下「学校衛生管理

マニュアル」という。）等を作成し、それらの中で、学校教育活動において、身体的

距離が十分とれないときはマスクを着用するべきとしつつ、マスクの着用が必要な

い場面として、 

・ 十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。 

・ 気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日には、熱中症などの健康被害が発生す

るおそれがあるため、マスクを外してください。 

・ 体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません。ただし、十分な身体

的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリス

クがない場合には、マスクを着用しましょう。 

等としてきたところです。 

 

一方で、上記のように、感染対策は、地域の実情に応じて実施していくことが重

要であるものの、学校現場において、様々な理由から、マスクの着用が不要である

と示した場面において慎重な取扱いを行う場合に、児童生徒等や保護者に対して必

ずしも十分な説明が行われていないと思われるケースも見受けられます。また、こ

れから気温・湿度や暑さ指数が高くなる中で、児童生徒等がマスクを着用すること

で、熱中症のリスクが高まるおそれもあります。 

 

このため、厚生労働省の「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」

及び今般の基本的対処方針の変更等も踏まえ、これまで学校衛生管理マニュアル等

に示してきたもののうち、学校生活における児童生徒等のマスクの着用について改
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めて御留意いただきたい事項をお知らせしますので、児童生徒等に対する指導や説

明の参考としてください。 

なお、これらの事項は、これから夏季を迎える中で、児童生徒等のマスクの着用

に関し、特に注意すべき点をお知らせするものであり、現在の学校衛生管理マニュ

アルの記載及びその取扱いを変更する趣旨のものではありませんので、その旨御留

意ください。 

 

（２）マスクの着用が不要な場面及びそれに際した留意事項 

厚生労働省の「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」及び基本的

対処方針も踏まえ、特にこれから夏季を迎えるに当たって、学校生活においてマス

クの着用が不要な場面の例として考えられるものを以下にお示しします。 

いずれも、現在の学校衛生管理マニュアル等の記載をより具体の場面に即して明

確化したものであり、実際の運用に当たっては、地域の実情に応じたものとしつつ、

学校衛生管理マニュアルの他の記載や関係の通知・事務連絡等も併せて御参照いた

だくようお願いします。 

なお、これらの例は、記載する場面において児童生徒等のマスクの着用を禁止す

る趣旨ではないことから、熱中症対策を講じた上で、様々な理由からマスクの着用

を希望する児童生徒等に対しても適切な配慮が必要です。 

 

○ 屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館等を含め、体育の授業の際には、

マスクの着用は必要ありません。 

その際、地域の感染状況等を踏まえつつ、児童生徒の間隔を十分に確保する、

屋内で実施する場合には、呼気が激しくなるような運動を行うことは避ける、こ

まめに換気を行う等に御留意ください。  （学校衛生管理マニュアルｐ40～） 

 

○ 運動部活動についても、体育の授業に準じつつ、近距離で組み合ったり接触し

たりする運動をはじめ活動の実施に当たっては、各競技団体が作成するガイドラ

イン等も踏まえて対応することが重要です。 

特に以下に記載するような場面においては、マスクの着用を含めた感染対策を

徹底することが必要です。 

・ 活動の実施中以外の練習場所や部室、更衣室、ロッカールーム等の共有エリ

アの利用時 

・ 部活動前後での集団での飲食や移動時 

・ 大会等の参加に当たっては、大会中はもとより、会場への移動時や会食・宿

泊時、会場での更衣室や控え室、休憩スペース、会議室、洗面所等の利用時、

開会式、抽選会、表彰式等の出席時、応援時 

・ 寮や寄宿舎における集団生活時 等 

また、感染対策を顧問の教師や部活動指導員等に委ねることなく、学校の管理

職や設置者が顧問等から活動計画書等を提出させ、内容を確認して実施の可否を

判断するなど、責任を持って感染対策に取り組むことが求められます。 

（学校衛生管理マニュアルｐ53～） 
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（※）スポーツ関係の新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインについて 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00

021.html 

 

○ 熱中症リスクが高い夏場においては、登下校時にマスクを外すよう指導するな

ど、熱中症対策を優先し、マスクの着用は必要ありません。 

特に小学生など、自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子供

へは、登下校時には屋外でマスクを外すよう、積極的に声をかけるなどの指導が

必要です。その際、人と十分な距離を確保し、会話を控えることについても併せ

て指導してください。なお、公共交通機関を利用する場合には、マスクを着用す

るなどの感染対策が必要です。      （学校衛生管理マニュアルｐ58～） 

 

○ このほか、休憩時間における運動遊びや屋外で会話をほとんど行わないことが

想定される教育活動等においても、別添「マスク着用の考え方及び就学前児の取

扱いについて（令和４年５月20日厚生労働省）」の「１．マスク着用の考え方」

に基づく取扱いとしてください。 

 

 

２．幼稚園における感染症対策について 

 

幼児のマスクの着用については、これまでも無理して着用させる必要はないこと

としておりましたが、今般の基本的対処方針の変更において、２歳以上の小学校就

学前の幼児には、マスクの着用を一律には求めず、無理に着用させないとされたこ

とも踏まえ、幼稚園においても、同様の対応であることについて改めて周知いたし

ます。 

その際、学校衛生管理マニュアル第５章にもあるとおり、幼児一人一人の発達の

状況を踏まえ、幼児の体調に十分配慮した対応を取るとともに、幼稚園における感

染症対策に留意した遊びの工夫や、幼児の発達を踏まえた衛生管理の工夫等を集め

た事例集（※）を参考にするなどし、感染症対策を行うことが必要です。 

なお、幼稚園においても、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、可能

な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられますが、園のマスクの着用の考え

方については、保護者等の理解を得られるよう適切に対処するようお願いします。 

（※）幼稚園等再開後の取組事例集 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00456.html 

 
＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
○体育の授業に関すること 

スポーツ庁 政策課企画調整室（内２６７４） 
○運動部活動に関すること 

スポーツ庁 地域スポーツ課（内３９５３） 
○幼稚園に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内３１３６） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00456.html


 アドバイザリーボードで示された専門家の考え方（5/19）も踏まえ、以下のように対応する。

基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけは変更しない

身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方を明確化

就学前の児童（２歳以上）のマスク着用について、オミクロン株対策以前の取扱いに戻す

 引き続き、マスク着用を含めた基本的な感染対策（手指衛生や換気など）を徹底していただくととも
に、こうしたマスク着用に関する考え方は、リーフレット等を作成し、丁寧に周知・広報を行う。

マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて

身体的距離（※）が確保できる
※２ｍ以上を目安

身体的距離が確保できない

屋 内（注） 屋 外 屋 内（注） 屋 外

会話を行う
着用を推奨する

（十分な換気など感染防止
対策を講じている場合は

外すことも可）

着用の必要はない 着用を推奨する 着用を推奨する

会話をほとんど
行わない

着用の必要はない 着用の必要はない 着用を推奨する 着用の必要はない

※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。

※お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。

１．マスク着用の考え方

○ ２歳未満（乳幼児）は、引き続き、マスク着用は奨めない。

○ ２歳以上は、以下のとおり、オミクロン株対策以前の新型コロナウイルス対策の取扱いに戻す。

｢保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にか
かわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、
施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」

（注）２歳以上については、本年２月の基本的対処方針の改訂時に、オミクロン株の特徴を踏まえた対応とし「保育所等では、発育状況
等からマスクの着⽤が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、⼀時的に、マスク着⽤を奨める」としていた。

2．小学校就学前の児童のマスク着用について

事例①
・ランニングなど離れて行う運動
・鬼ごっこなど密にならない外遊び

事例②
・徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うような場合

事例③
・通勤電車の中

事例①

事例②

（注）外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など

事例③
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